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平 成 ２ １ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日 

                 北海道環境生活部生活局くらし安全課 

 

 

 

 

 

 

 

１ 事業者の概要 

（１）名   称：株式会社北王ファーネット 

代 表 者：代表取締役 岩舘 克能 

所 在 地：帯広市西２条南２７丁目６番地 

資 本 金：１，０００万円 

設立年月日：平成１３年４月１６日 

取 引 形 態：訪問販売（寝具の販売、布団の修繕・改良・清掃） 

 

２ 取引の概要 

株式会社北王ファーネット（以下「会社」という。）は、訪問販売により寝具の販売、布

団の修繕及び改良並びに清掃の業務を行っているところ、会社は、訪問販売をしようとす

るときに、「布団を見せてください。」と告げるなど勧誘に先立って契約の締結について勧

誘をする目的である旨及び勧誘に係る商品や役務の種類を明らかにしなかった。 

また、会社は、消費者に対して交付した契約の内容を明らかにする書面に、特定商取引

法において定められた記載事項を十分に記載していなかった。 

さらに、会社は、契約の締結について勧誘するに際し、「この布団は洗濯しないとだめだ。」

「この布団で高血圧も治りました。」などと不実のことを告げた。 

加えて、会社は、契約の締結を断っている消費者に対し、長時間にわたり執拗に勧誘を

続けるなど、契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行ったほか、契約

に係る書面について、消費者に虚偽の記載をさせた。 

 

３ 法令違反行為 

（１）勧誘目的等不明示（特定商取引法第３条） 

会社は、勧誘のために消費者宅を訪問した際、消費者に 

「布団を見せてください。」 

「布団を引き取らせてください。」 

プレスリリース 

「布団を見せてください。」と目的を隠して消費者宅を訪問し、「この布

団で高血圧も治りました。」等と事実でないことを言って、執拗で迷惑な

方法で布団の販売や修繕等を勧誘していた事業者に対して業務の停止を

命じました。 

北海道は、寝具の販売や布団の修繕等の訪問販売業者である株式会社北王ファ

ーネット（帯広市）に対し、特定商取引法の違反行為（勧誘目的等不明示、書面

記載不備、不実告知、迷惑勧誘、虚偽記載教唆）を認定し、平成２１年１２月２２

日付けで、同法第８条の規定に基づき、訪問販売に関する勧誘、申込みの受付及

び契約の締結を３か月間停止するよう命じました。 

ついては、特定商取引法の規定に基づき命令の事実を公表します。 
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と告げるなど、訪問販売をしようとするときに、勧誘に先立って売買契約又は役務提供

契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を

明らかにしなかった。 

 

（２）書面記載不備（特定商取引法第５条） 

会社は、営業所以外の場所において指定商品につき売買契約を締結したとき又は指定

役務につき役務提供契約を締結したときに、購入者又は役務の提供を受ける者に対して

交付したその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面に、特定商取引法に

おいて定められた記載事項を十分に記載していなかった。 

 

（３）不実告知（特定商取引法第６条第１項） 

会社は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、

「この布団は洗濯しないとだめだ。」 

「この布団で高血圧も治りました。」 

「今回限り安くすることができます。」 

と告げるなど、商品の効能、商品の販売価格若しくは役務の対価、顧客が当該売買契約

又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項及び当該売買契約又は当該

役務提供契約に関する事項であって、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を

及ぼすこととなる重要なものについて不実のことを告げる行為を行った。 

 

（４）迷惑勧誘（特定商取引法第７条第４号・特定商取引法施行規則第７条第１号） 

会社は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、 

消費者の承諾を得ないまま、勝手に家に上がり込む、 

消費者が断っているにもかかわらず、長時間にわたり執拗に勧誘を続ける、 

消費者の承諾を得ないまま、勝手に布団を持って行く 

など、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるよう

な仕方で勧誘を行った。 

 

（５）虚偽記載教唆（特定商取引法第７条第４号、特定商取引法施行規則第７条第４号） 

会社は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、消費者に記載

させている「特定商取引法及び消費者契約法に基づく確認書」と称する勧誘状況に関す

る確認書面について、当該消費者に虚偽の記載をさせた。 

 

４ 命令の内容 

  平成２１年１２月２４日から、平成２２年３月２３日までの間、訪問販売に関する業務

のうち、次の業務を停止すること。 

（１）訪問販売に係る契約の締結について勧誘をすること。 

（２）訪問販売に係る契約の申込みを受けること。 

（３）訪問販売に係る契約を締結すること。 
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５ 消費生活相談の状況 

（１）過去の相談件数（PIO-NET（全国消費生活情報ネットワーク・システム）による） 

年 度 １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ 合計 

件 数 ５ １０ ２４ １９ １２ １３ １７ ２２ ４ １２６

 

 

（２）平成１８年度以降の相談者の居住地域   

道内全域（うち十勝支庁管内 約７７％） 

 

（３）平成１８年度以降の相談者の契約１件当たりの契約金額の平均  

約２２万円 

  

 

 
お問い合せ先 

 環境生活部生活局くらし安全課 

 消費問題対策グループ 

 電話 011-204-5213 
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【事例１】 

会社従業員Ｈら２名は、平成２０年、北海道内の消費者Ａ宅を訪れ、Ａに「以前

にお世話になりました。僕の顔を忘れてしまいましたか。」「布団を見せてくださ

い。」と告げた。このときＨらは、寝具の購入やクリーニングについて勧誘するこ

とを、Ａに一切告げなかった。 

Ａは、「何もないですよ。」と言って断ったが、Ｈらは「ちょっと上がらせてく

ださい。ちょっと見ていきます。」と言って断りもなくＡ宅に上がり込み、Ａの布

団を見た。 

Ｈらは、Ａが敷いてあった布団を見て、Ａに「この布団はこんなに汚れている。

こんなに色が違うしょ。」「この布団は洗濯しないとだめだ。」と言って、Ａに当

該布団をクリーニングに出すよう勧めた。 

Ａは、Ｈらにそのように言われても、その布団について特にクリーニングの必要

性を感じていなかったので、「いいんです。そんなに汚れている訳ないでしょ。」

と言って断った。それにもかかわらずＨらは、「こんなに布団が汚れているしょ。

これが汚れていないっていうのかい。」ときつい口調で何度もＡにクリーニングを

するように言った。 

さらにＨらは、このとき敷いてあった布団について、「このマットにはこれを付

けなくてはだめです。」「うちのを付けるととても良いのです。」とＡに言って、

クリーニングの他に、パッドも購入するよう勧めた。 

Ａは、Ｈらの勧誘に対して「いりません。」と何度も断っていたが、その後もＨ

らは勧誘をやめず、Ａ宅から帰らなかったため、Ａは仕方なくパッドの購入につい

て契約することにした。 

また、ＨらがＡに交付した契約書には、書面の内容をよく読むべき旨が赤枠の中

に赤字で記載されていなかった。 

 

【事例２】 

会社従業員Ｈは、平成２１年、北海道内の消費者Ｂ宅を訪れ、Ｂに「羽布団や掛け布

団のクリーニングです。」と告げた。このときＨは、寝具の購入や布団の修繕等について

勧誘することを、Ｂに一切告げなかった。 

Ｂは、しばらく家の布団をクリーニングに出していなかったので、後日であれば布団

をクリーニングに出しても良い旨答えると、Ｈは、「今でしたらサービス期間中ですし、

今日出した方が都合がいいですよ。」と言って、すぐにその布団をクリーニングに出すよ

うに勧めた。Ｂは、Ｈが言う「サービス期間」について何か具体的な内容を示されたわ

けではなかったが、Ｈからそのように言われたこともあり、布団をクリーニングに出す

ことにした。 

Ｂが、布団をクリーニングに出すために玄関先まで持ってくると、Ｈは、Ｂに「ちょ

っと待っていただけますか。」と言って、一度Ｂ宅を出て行き、会社の他の従業員を連れ

て再度Ｂ宅を訪れた。 

Ｈらは、Ｂがクリーニングに出そうとした布団を見て、Ｂに「これを見て下さい。こ
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のままにしておいたら、中の羽毛が縫い目から飛び出てきちゃって少しずつ減っていき

ますよ。」「これはいい布団だから、ちゃんとした生地とか縫い方にした方が良いです。」

などと言って、その布団の修繕等をするよう勧めた。 

Ｂは、Ｈらから布団の修繕等について色々と説明を受けたが、Ｂには全く必要のない

ものだと思われたので、「私の場合は必要ありませんから、クリーニングにしてくださ

い。」と言って、修繕等の契約をすることを断った。それにもかかわらずＨらは、布団の

修繕等について何度もＢに勧めた。しかしＢは、修繕等の契約を断り続け、当初の話ど

おりクリーニングに出すという契約内容をＨらに何度も確認した上で、契約することに

した。 

Ｈらは、Ｂがクリーニングに出すことにした布団を持って帰ったが、その後まもなく

してＨが、新しい布団を持って再度Ｂ宅を訪れた。Ｂは、Ｈらが布団のクリーニングの

契約をして帰ったはずなのに、Ｈが再度Ｂ宅を訪れた理由が分からなかったが、Ｈは、

Ｂに「この布団を無料で置いていきますので。」「納品書にはこういう風には書いてあり

ますけど、本当はクリーニングの契約ですから。」などと言って、その新しい布団と契約

書を置いて帰った。 

このときＨがＢに交付した契約書には、その新しい布団を購入し、さらにクリーニン

グをサービスにする旨が記載されていた。 

また、当該書面には、書面の内容をよく読むべき旨が赤枠の中に赤字で記載されてい

なかった。 

 

【事例３】 

会社従業員Ｉは、平成２０年、北海道内の消費者Ｃ宅を訪れ、Ｃに「空気清浄機の調

子はどうですか。」「空気清浄機を掃除してあげます。」と告げた。このときＩは、寝具の

購入や布団の修繕等について勧誘することを、Ｃに一切告げなかった。 

Ｃは、以前に別の会社から空気清浄機を購入したことがあったので、その空気清浄機

のことだと思い、掃除をお願いすることにした。Ｉは、空気清浄機の掃除を終えると、

Ｃに「打ち直しに出すような布団はありませんか。」「きれいにきちんと良くなりますか

ら。」と言って、布団の修繕等について勧誘した。さらにＩは、「今、詳しい人を呼びま

すから。」と言って、会社の従業員ＪをＣ宅に呼んだ。 

 ＪがＣ宅を訪れると、Ｊは持参した新しい布団をＣに見せた上で「こんな風になりま

すから。」「持ってきた布団と同じように出来上がるから、もし良ければこれを置いてい

ってもいいですよ。」と言って、布団の修繕等をするよう勧めた。Ｃは、そのとき使用し

ていた布団の修繕等をする必要はないと思っていたので契約することを断ったが、それ

にもかかわらずＪらは勧誘を続けた。 

 Ｃは、Ｊらの勧誘を迷惑に感じたが、それでもＪらは勧誘を続けるので仕方なく契約

することにした。このときＣは、一人でＪらの勧誘を受け続け疲れていたため、Ｊらが

記載した契約書の内容を理解していなかった。 

 また、ＪらがＣに交付した契約書には、書面の内容をよく読むべき旨が赤枠の中に赤

字で記載されていなかった。 
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【事例４】 

会社従業員Ｋら２名は、平成２１年、北海道内の消費者Ｄ宅を訪れ、Ｄに「こんにち

は。ちょっと上がらせてもらいたいんですけど。」「前に布団を買ってもらった者です。」

と告げた。このときＫらは、寝具の購入や布団のクリーニングについて勧誘することを、

Ｄに一切告げなかった。Ｋらは、Ｄに布団の場所を確認した上で、断りもなくＤ宅に上

がり込み、Ｄの布団を見た。 

 Ｋらは、Ｄの布団を見た上で、Ｄの布団に付してあった表示を指し、「僕は、ここの会

社の者なんです。長く使っていただいてありがとうございます。」と当該布団の製造販売

業者であると虚偽のことをＤに告げた上で、「ごみがこれだけ溜まっていますし、クリー

ニングに出さなきゃだめですね。」と言った。Ｄは、布団のクリーニングは必要ないと断

ったが、Ｋらは、Ｄに「クリーニング代は会社で持ちますので、代わりに布団カバーを

お勧めします。買ってくれませんか。」と言って、布団カバーを購入するよう勧めた。 

 Ｄは、その日はホームヘルパーの来訪予定があったのでＫらにその旨伝えると、Ｋら

は「お邪魔になりますし、すぐに出ますね。また出直してきます。」と言って、Ｄに断り

もなくＤの布団を持って出て行った。 

 Ｋらが帰り、ホームヘルパーがＤ宅を訪れた際に、Ｄは、Ｋらが「ここの会社の者な

んです。」と言った布団に表示されていた布団製造販売業者に電話をしたところ、当該業

者の従業員からは、Ｋという氏名の営業員はＤが居住する地域では営業していない旨の

回答があった。 

 その後まもなくして、再度ＫらがＤの布団を持ってＤ宅を訪れたため、Ｄが、あらた

めて布団カバーやクリーニングは必要のない旨伝えたところ、ＫらはＤの布団を置いて

帰った。 

 

【事例５】 

会社従業員Ｌと従業員Ｊの２名は、平成２１年、北海道内の消費者Ｅ宅を訪れ、Ｅに

「布団のクリーニングとかあったら、布団をちょっと見せてくれませんか。」と告げた。

このときＬらは、寝具の購入について勧誘することを、Ｅに一切告げなかった。 

Ｅが、Ｌに布団のクリーニングの費用を尋ねると、Ｌからは安価である旨回答があっ

たので、Ｅは布団をクリーニングに出しても良いと思い、クリーニングに出す布団をＬ

に見せた。 

Ｌらは、Ｅの布団を見ると、「この布団は、しょっちゅうクリーニングはできないです

から、クリーニングをした上で、カバーをかけて使用した方が良いですよ。」と言い、さ

らにそのときＥの布団に付けていたカバーを見て、「このカバーじゃいけません。」など

と言って、新しい布団カバーを購入するよう勧めた。Ｅは、Ｌらから勧められた寝具が

高価だったため、購入を断った。するとＬは、「じゃあ一度、ご主人と相談してみてくだ

さい。」と言って、Ｅ宅を出て行った。 

その日の午後、Ｌらは再度Ｅ宅を訪れたが、Ｅは、夫と相談した結果もやはりＬらが

勧める布団カバーは必要ないという結論になったので、その旨Ｌらに伝えた。するとＬ
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らは、Ｅに「こういうのもありますけど。」と言って、商品の組み合わせや値段を様々に

変更した上で寝具を購入するよう勧めた。 

それでもＥは、Ｌらが勧める寝具を購入するつもりはなかったので、契約に応じなか

ったところ、ＬらはＥに「クリーニング代はこちらでサービスさせてもらうよう、社長

に言いますから。」などと言って、再度寝具を購入するよう勧めた。 

その後Ｌらは、Ｅが寝具を購入すると言っていないにもかかわらず、Ｅがクリーニン

グに出そうとした布団を勝手に運び出し、勝手に購入契約書を書き始めた。さらに、購

入契約書を記載していたＪは、そのとき勧めていた寝具について、Ｅに「私は、この布

団で高血圧も治りましたよ。」「水虫も治ると思いますよ。」と説明した。 

Ｅは、そのときＥの夫が高血圧等に悩まされていたこともあり、Ｌらが勧めた寝具に

Ｊが説明するような効能があるのであれば購入しても良いと思い、契約することにした。

Ｅが契約書に記載していると、Ｊは、当該書面における会社従業員の勧誘状況につい

て確認する箇所を示して、Ｅに「契約書ですので、丸を付けてくれれば良いですから。」

と言った。Ｅは、Ｊにそのように言われたので、当該箇所に記載されていた内容は確認

せずに、言われたとおりに丸を付けた。 

また、ＪがＥに交付した当該書面には、書面の内容をよく読むべき旨が赤枠の中に赤

字で記載されていなかった。 

 

【事例６】 

会社従業員Ｈは、平成２１年、北海道内の消費者Ｆ宅を訪れ、Ｆに「以前に別の会社

から布団を買ったことがあると思うんですけど、その布団を引き取らせてください。」と

告げた。このときＨは、寝具の購入について勧誘することを、Ｆに一切告げなかった。

Ｆは、以前に別の会社から訪問販売により布団を購入したことがあったが、その布団

は現在使用していない旨伝えると、Ｈは、Ｆに「うちの商品でこういうのもありますよ。」

「新商品もありますので。」などと言って、Ｆに寝具を購入するよう勧めた。さらにＨが

商品の説明を始めると、会社の他の従業員もＦ宅に現れ、Ｆは、Ｈら２名から寝具を購

入するよう勧誘された。 

Ｆは、Ｈらが勧める寝具は全く必要のないものだったので、「いりません。」と言って

購入を断った。さらにＦは、このとき体調があまり良くなかったのでその旨Ｈらに伝え

たが、それにもかかわらずＨらは寝具を購入するよう勧誘を続けた。 

Ｆは、いよいよ嫌になって「具合も悪いですし、引き取ってもらえるなら引き取って

ください。」と言って、Ｈらが布団を引き取ることについてのみ了承し、その日は帰って

もらった。 

その日から数日後、Ｈらは、布団を引き取るために再度Ｆ宅を訪れた。するとＨらは

再度、Ｆに「この布団を引き取りますので、その代わりにうちの布団を買ってください。」

などと言って、布団を購入するよう勧めた。 

このときもＦは、Ｈらが勧める布団は全く必要のないものだと思っていたので、「必要

ありません。」と言って、購入を断った。するとＨらは、Ｆに「この布団はアレルギーが

出ません。」「血行が良くなります。」「安い商品がありますから。」と言って、布団を購入
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するようしつこく勧めた。 

Ｆは、Ｈらが何度断っても勧誘をやめず、その日も体調が悪くＨらの話を聞き続ける

のもつらかったので、仕方なく契約することにした。 

Ｆが契約書に記載していると、Ｈらは、当該書面における会社の従業員の勧誘状況に

ついて確認する箇所を示した上で、Ｆに「『はい』に丸を付けてください。」と言った。

Ｆは、Ｈらにそのように言われたので、当該箇所に記載されていた内容は確認せずに、

言われたとおりに丸を付けた。 

また、ＨらがＦに交付した当該書面には、書面の内容をよく読むべき旨が赤枠の中に

赤字で記載されていなかった。 

 

【事例７】 

会社従業員Ｍは、平成２１年、北海道内の消費者Ｇ宅を訪れ、Ｇに「いらない布団は

ありませんか。」と告げた。このときＭは、寝具の購入について勧誘することを、Ｇに一

切告げなかった。 

 Ｇが「古い布団ならいっぱいありますけど。」と答えると、Ｍは、Ｇに「お金を出すこ

とはできないけど、何か品物とは交換できます。」と言った。Ｇは、Ｍからそのように言

われたので、Ｇの古い布団を何か別の品物に無償で交換してくれるのだと思った。 

 その日の翌日、Ｍは、会社の他の従業員を連れて再度Ｇ宅を訪れた。Ｍは、Ｇに「私

も手伝うから布団を出してきてください。」と言って、Ｇに古い布団を出すよう指示した。

Ｇが玄関先まで古い布団を持ってくると、Ｍはその布団を見て、その古い布団を買い取

るので代わりに新しい布団を購入するようＧに勧めた。 

 Ｇが、「私の家には布団がいっぱいありますし、必要ありません。」と言って購入を断

ったにもかかわらず、Ｍは、Ｇに「この布団は体に良い。」「今回限り安くすることがで

きます。」などと言って、何度も新しい布団を購入するよう勧めた。 

 Ｇは、「布団はいっぱいありますし、いりませんから。」と言って何度も断っていたが、

長時間勧誘を受け続け戸惑っていたこともあり、訳が分からないうちに契約することに

なった。 

 Ｇが契約書に記載していると、Ｍは、当該書面における会社の従業員の勧誘状況につ

いて確認する箇所を示した上で、Ｇに「ここ丸ですね。ここ丸ですね。」と言って、当該

書面に次々に丸を付けるよう指示した。Ｇは、Ｍからそのように指示されたので、当該

箇所に記載されていた内容は確認せずに、言われたとおりに丸を付けた。 

 また、ＭがＧに交付した当該書面には、書面の内容をよく読むべき旨が赤枠の中に赤

字で記載されていなかった。 
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参考 特定商取引法（抜粋） 

 

特定商取引に関する法律（昭和５１年６月４日法律第５７号) 

 

（定義） 

第２条 この章において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。 

 一 販売業者又は役務の提供の事業を営む者（以下「役務提供事業者」という。）が営業所、代

理店その他の主務省令で定める場所（以下「営業所等」という。）以外の場所において、売買

契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又

は役務を有償で提供する契約（以下「役務提供契約」という。）の申込みを受け、若しくは役

務提供契約を締結して行う指定役務の提供 

 

（訪問販売における氏名等の明示） 

第３条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて

その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約

の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類

を明らかにしなければならない。 

 

（訪問販売における書面の交付） 

第５条 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定す

る場合を除き、遅滞なく（前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに）、主務省令

で 定めるところにより、同条各号の事項（同条第４号の事項については、売買契約又は役務

提供契約の解除に関する事項に限る。）についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らか

にする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。  

 一  営業所等以外の場所において、指定商品若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき

又は指定役務につき役務提供契約を締結したとき（営業所等において特定顧客以外の顧客か

ら申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したときを

除く。）。  

 二  営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利又は指定役務につき売買契約又

は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約又は役務提供契約を締結し

たとき。  

 三  営業所等において、特定顧客と指定商品若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき

又は指定役務につき役務提供契約を締結したとき。  

２  販売業者又は役務提供事業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契

約又は役務提供契約を締結した際に、指定商品を引き渡し、若しくは指定権利を移転し、又は

指定役務を提供し、かつ、指定商品若しくは指定権利の代金又は指定役務の対価の全部を受領

したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第１号の事項及び同条第四号の事

項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載し

た書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。  

 

（禁止行為） 

第６条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結

について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤
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回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 

一 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他

これらに類するものとして主務省令で定める事項 

二 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価 

三～五 （略） 

六 顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項 

七 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧

客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの 

 

（指示） 

第７条 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第３条から第６条までの規定に違反し、又

は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供

を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者

に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。 

一～三 （略） 

四 前３号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であつて、訪問販売に係る取引の公正及

び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定める

もの。 

 

（業務の停止等）  

第８条 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第三条、第三条の二第二項若しくは第

四条から第六条までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において訪問販

売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれ

があると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条の規定による指示に従わな

いときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を限り、訪問販売に関す

る業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。 

２ 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。 

 

特定商取引に関する法律施行規則（昭和５１年１１月２４日通商産業省令第８９号) 

（訪問販売における書面の交付等） 

第５条 法第４条又は法第五条の規定により交付する書面（以下この条において「書面」という。）

は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなけれ

ばならない。 

 一 （略） 

二 書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 

 

（訪問販売における重要事項）  

第６条の２ 法第６条第１項第１号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。  

 一 商品の効能  

 二～五 （略） 

 

（訪問販売における禁止行為）  

第７条 法第７条第４号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 
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 一 訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕

方で勧誘をし、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは

解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。  

 二～三 （略） 

四 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、

職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。 

 

 

以上 


